


稟議事項及び決裁者


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東ソー日向（株）
	稟　　議　　事　　項
	決　裁　者
	備　　　　　考

	
	社　長
	担当役員
（工場長）
	

	


一





般





稟





議
　　　　
	1. 組織・制定の改廃
	
	○
	
	

	
	2. 社規の制定･改廃　　　　　　　
	
	
	
	決裁者は社規管理規程の別表（社規の制定・改廃の責任者）に準ずる

	
	3. 合併・業務提携等の重要な契約
	
	○
	
	

	
	4. 官公署に対する異例の届出・願出
	
	○
	
	通例の届出は「捺印申請書」

	
	5. 重要な訴訟行為
	
	○
	
	

	
	6. 設備投資・計画外特別工事
	5,000千円以上
	○
	
	什器・器具備品等、リース・レンタルを含む（取得金額基準）
器具備品等で固定費計画計上分は除外

	
	
	500千円以上 5,000千円未満
	
	○
	

	
	7. 技術供与・工業所有権の譲渡
	
	○
	
	

	
	8. 技術導入・工業所有権の取得
	
	○
	
	

	
	9. 出資・増資・減資
	
	○
	
	１件別

	
	10. 新規融資・新規保証（保証予約・会員権等含む）
	
	○
	
	

	
	11. 融資・保証の継続・更改（保証予約含む）
	
	○
	
	

	
	12. 不動産・動産の貸借 　
	時価5,000千円以上
	○
	
	一時借用除く



	
	
	時価5,000千円未満
	
	○
	

	
	13. 不動産・動産の売却・賃貸　　　　
	時価1,000千円以上
	○
	
	

	
	　　
	時価1,000千円未満
	
	○
	

	
	14. 不良資産等の処理
貸倒処理損・クレーム処理損・棚卸資産の
処理損・損害賠償の支払等
	時価1,000千円以上
	○
	
	

	
	
	時価1,000千円未満
	
	
	部署長決裁





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東ソー日向（株）
	稟　　議　　事　　項
	決　裁　者
	備　　　　　考

	
	社　長
	担当役員
（工場長）
	

	


一

般

稟

議
	15. 業務受委託等（要員に係わる受委託を除く）
	時価2,000千円以上
	○
	
	

	
	
	時価200千円以上 2,000千円未満
	
	○
	

	
	16.  ＊要員に係わる業務受委託
	定常的な受委託
	○
	
	

	
	　　　
	一時的な受委託
	
	○
	

	
	17. 損害賠償の請求　
	2,000千円以上
	○
	
	

	
	
	2,000千円未満
	○
	
	

	
	18. 一般諸経費等　　　　
　①諸団体の加入金	②調査研究費	③広告宣伝費
　④会費	⑤寄付金	⑥その他
	1,000千円以上
	○
	
	

	
	
	200千円以上　1,000千円未満
	
	○
	

	購買稟議
	 1. 自社契約　　　
	10,000千円以上
	○
	
	経常的購入除く
TIMES承認

	
	　　　　
	5,000千円以上 10,000千円未満
	
	○
	

	
	2. 東ソー購買委託
	
	東ソー日向決裁
	

	人事稟議
	1. 幹部職及び出向者の役付任免・異動
	
	○
	
	

	
	2. 上記以外の役付任免・異動
	
	
	○
	









